
Ⅰ．重要な会計方針
１．有形固定資産等の評価基準及び評価方法

資産評価及び固定資産台帳整備の手引き〔平成27年1月総務省〕に定める評価基準及び評
価方法による。なお、平成26年度までに取得した土地のうち、取得価額が判明しないもの
については、再調達価額で評価した。

２．有価証券等の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的有価証券
償却原価法による。
② 満期保有目的以外の有価証券
市場価格のあるものについては、年度末日の市場価格に基づく時価法による。市場価格の
ないものについては、取得原価による移動平均法による。

３.有形固定資産等の減価償却の方法
① 有形固定資産（事業用資産、インフラ資産、物品）
定額法を採用。
② 無形固定資産
定額法を採用。

４．引当金の計上基準及び算定方法
① 徴収不能引当金
個別に回収可能性を判断している。
② 賞与等引当金
翌年度6月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する本年度の支給対象
期間の割合を乗じた額を計上している。
③ 退職手当引当金
健全化判断比率の算定方法に基づいて算定している。

５．リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

６．資金収支計算書における資金の範囲
現金（手許現金、要求払預金）及び現金同等物（3か月以内の短期投資のほか、出納整理
期間中の取引により発生する資金の受払を含む。)を、資金の範囲としている。

７．その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
該当する事象なし。

Ⅱ．重要な会計方針の変更等
１．会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務
書類に与えている影響の内容

重要な会計方針の変更はない。
２．表示方法を変更した場合には、その旨

該当する事象なし。
３．資金収支計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変
更が資金収支計算書に与えている影響の内容

該当する事象なし。

Ⅲ．重要な後発事象
１．主要な業務の改廃

該当する事象なし。
２．組織・機構の大幅な変更

該当する事象なし。
３．地方財政制度の大幅な改正

該当する事象なし。
４．重大な災害等の発生

該当する事象なし。
５．その他重要な後発事象

該当する事象なし。

Ⅳ．偶発債務
１．保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確定してい
ないものの内訳（貸借対照表計上額及び未計上額））

限度額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  3,600,000千円
うち財政健全化法の将来負担比率の算定上将来負担額とした額　  317,608千円

２．係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの
該当する事象なし。



３．その他主要な偶発債務
該当する事象なし。

Ⅴ．追加情報
１．対象範囲（対象とする会計名）

一般会計
救急医療センター特別会計

２．一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異
該当なし。

３．出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）及び
出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としてい
る旨

企業会計方式を採用している会計では、出納整理期間がなく3月末日現在で、一般会計等
に対する未収金・未払金等として計上しているため、出納整理期間中に支払われたものに
ついては、これらを現金決済したものとして調整している。
（根拠条文：地方自治法第235条の5）
「普通地方公共団体の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。」

４．表示単位未満の金額は四捨五入することとしているが、四捨五入により合計金額
に齟齬が生じる場合は、その旨

記載金額は、原則として円単位で計算した書類を千円未満で四捨五入し表示しているた
め、合計が一致しない場合がある。

５．地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況
実質赤字比率は普通会計、実質公債費比率は普通会計、公営事業会計及び一部事務組合・
広域連合を対象にしたものであり、統一的な基準における全体資金収支計算書の対象会計
（一般会計等と公営事業会計）と異なります。

① 実質赤字比率（2条1項1号参照）の算定に必要とされる事項（形式収支から除外する繰
上充用額、標準財政規模等）

繰上充用額　　0千円
標準財政規模　19,294,594千円

② 連結実質赤字比率（2条1項2号参照）の算定に必要とされる事項（連結形式収支から除
外する繰上充用額、公営事業会計における資金不足額の他、同号イからニまでに掲げる
額）

繰上充用額　　0千円
標準財政規模　19,294,594千円

③ 実質公債費比率（2条1項3号参照）の算定に必要とされる事項（元利償還金、準元利償
還金、交付税措置算入公債費等）

元利償還金　　　　　　2,717,404千円
準元利償還金　　　　　  722,424千円
交付税措置算入公債費　1,219,946千円

６．利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

７．繰越事業に係る将来の支出予定額

８．その他財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項
-

９．基準変更による影響額等（開始貸借対照表を作成しない場合。ただし、既に財務
書類を作成しているが開始貸借対照表を作成する場合であっても注記すること
が望まれます。）

該当なし。
１０．売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲

-
１１．減価償却について直接法を採用した場合、当該各有形固定資産の科目別または一括によ
る減価償却累計額

該当なし。
１２．減債基金に係る積立不足の有無及び不足額

積立不足はなし。



１３．基金借入金（繰替運用）の内容
該当なし。

１４．地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財
政需要額に含まれることが見込まれる金額

11,473,696千円
１５．将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定
要素）

将来負担額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,140,099千円
充当可能財源等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,289,780千円
標準財政規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,294,594千円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額　 1,219,946千円

１６．自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース
債務金額

844,924千円
１７．管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等及び表示登
記が行われていない法定外公共物の財務情報（土地・償却資産別の取得価額等及
び減価償却累計額）（地方公共団体の資産としては計上しないものの、公共施設
等のマネジメントの観点から、注記することが望まれます。）

-
１８．道路、河川及び水路の敷地について、基準モデル等に基づいた評価を当該評価額
とした場合は、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」６３段落による評価
額

該当なし。
１９．基準変更による影響額の内訳（開始貸借対照表を作成しない場合）

該当なし。
２０．純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

固定資産等形成分は、資産形成のために充当した資源が蓄積されたもので、原則として固
定資産等の形態で保有されています。
余剰分（不足分）は、費消可能な資源が蓄積されたもので、原則として金銭の形態で保有
されています。

２１．基礎的財政収支
△79,802千円

２２．既存の決算情報との関連性（上記で示した「②一般会計等と普通会計の対象範囲
等の差異」に係るものを除きます。）

-
２３．資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内
訳（一般会計の主なもの）

減価償却費　　　　　  5,845,436千円
徴収不能引当金繰入額　   35,851千円

２４．一時借入金の増減額が含まれていない旨並びに一時借入金の限度額及び利子の
金額

一時借入金の増減額は含まれていません。
① 一時借入金の限度額　　　3,000,000千円
② 一時借入金に係る利子額　0千円

２５．重要な非資金取引
減価償却費           5,845,436千円
賞与等引当金繰入額     394,846千円
退職手当引当金繰入額   477,993千円
徴収不能引当金繰入額   35,851千円


